
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

一

五

〇

号

内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
五
〇
号

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

町

村

�

孝

殿

衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
警
察
の
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
警
察
の
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
及
び
「
個
人
デ
ー
タ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
管
理
や
個
人
デ
ー
タ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
記
録

の
保
存
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
は
、
「
巡
回

連
絡
実
施
要
領
の
改
正
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
十
一
月
一
日
付
け
警
察
庁
丙
地
発
第
一
九
号
警
察
庁
生
活
安
全
局
長
通

達
）
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
、
各
都
道
府
県
の
個
人
情
報
保
護
条
例
等
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承

知
し
て
お
り
、
警
察
庁
と
し
て
は
、
適
切
な
取
扱
い
等
が
な
さ
れ
る
よ
う
引
き
続
き
指
導
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

「
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
を
悪
用
さ
れ
た
場
合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、

刑
罰
法
規
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。


